
第18期 定時株主総会

招集ご通知
開催
日時

2026年６月23日（火曜日）
午前10時（受付開始 午前９時15分）

開催
場所

東京都墨田区横網一丁目６番１号
KFC Hall & Rooms 10階
Room 10 A

株主総会にご出席の株主様への「お土産」の
ご用意はございません。

チムニー株式会社
証券コード：3178

議案 議 案 取締役12名選任の件

株主総会にご出席願えない場合には、書面又
はインターネットにより、議決権を事前に行
使していただきますようお願いいたします。
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証券コード 3178
2026年６月８日

（電子提供措置の開始日2026年６月１日）
株 主 各 位

東京都墨田区亀沢一丁目１番15号
チ ム ニ ー 株 式 会 社
代表取締役社長 茨 田 篤 司

第18期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第18期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第18期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.chimney.co.jp/ir/

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「IR情報」「ニュースリリース」の順に選択いただき、
ご確認ください）
また、上記のほかインターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「チムニー」又はコードに
当社証券コード「3178」を入力・検索後、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」の順に選択、
「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
なお、当日のご出席に代えて、書面（議決権行使書）又は電磁的方法（インターネット）に

よって事前に議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類を
ご検討の上、３頁、４頁の方法により2026年６月22日（月曜日）午後６時までに議決権を行使
くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記
１．日 時 2026年６月23日（火曜日）午前10時

(受付開始時刻は、午前９時15分を予定しております。）
２．場 所 東京都墨田区横網一丁目６番１号

KFC Hall&Rooms 10階 Room 10 A
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第18期（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）事業報告及び連結
計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第18期（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）計算書類報告の件
決 議 事 項
議 案 取締役12名選任の件

４．招集にあたっての決定事項
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます

ようお願い申し上げます。代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主
の方１名を代理人として株主総会にご出席をいただくことが可能です。ただし代理権を証明す
る書類の提出が必要となりますのでご了承ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものと

して取り扱わせていただきます。
以 上

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載さ

せていただきます。
○ 株主総会ご出席者へのお土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承いただきます

ようお願い申し上げます。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

議 案

全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

全員反対する場合 「否」の欄に〇印

一部の候補者に
反対する場合

書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。

※議決権行使書用紙はイメージです。

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

日 時

2026年６月23日（火曜日） 2026年６月22日（月曜日） 2026年６月22日（月曜日）
午前10時（受付開始：午前９時15分）

株主総会に
ご出席される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示の上、切手を貼らず
にご投函ください。

行使期限

午後６時00分到着分まで

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

次ページの案内に従って、議案に
対する賛否をご入力ください。

行使期限

午後６時00分入力完了分まで

インターネット等で議決権を
行使される場合

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますよう
お願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議決権行使書
御中

XX個
株 主 総 会 日 議 決 権 の 数

議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

XX個

XX株

1.

2.

○○○○○○○

○○○○○○○

××××年××月××日

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
XXXXX

XXXX-XXXX-XXXX-XXX見本
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※	QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です

お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された
「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことでログインできます

スマートフォンから
議決権行使が簡単にできて便利！

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを
読み取るだけ！

簡単に
行使できます！

ログイン用
QRコードはこちら

こちらのQRコードは、事務処理用
のため使用できません。(� )

パソコンからの議決権行使は
専用のウェブサイトにアクセス

●❶お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された「ログイン ID」及び「仮パスワード」をご入力し「ログイン」

議決権行使サイト https://evote.tr.mufg.jp/
三菱UFJ信託 議決権行使サイト 検 索

インターネット等による議決権行使に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行 証券代行部（ヘルプデスク） 0120-173-027 通話料無料、受付時間：9：00 ～ 21：00

●❷画面の案内に従って賛否をご入力
副票拡大こちらのQRコードは、事務処理用

のため使用できません。(� )
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
議 案 取締役12名選任の件

取締役全員12名は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役12
名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１ 山
やま

内
うち

英
ひで

靖
はる

(1962年11月15日生)

1985年４月 ㈱やまや入社
1985年12月 同社取締役仙台支店長
1988年７月 同社取締役貿易部長
1994年10月 同社取締役経営企画室長
1999年４月 同社取締役営業部長
1999年６月 同社常務取締役営業部長
2002年６月 同社専務取締役営業本部長
2004年６月 やまや商流㈱取締役（現任)
2005年６月 ㈱やまや代表取締役社長
2006年６月 同社代表取締役社長兼社長執行役員
2008年７月 やまや関西㈱代表取締役社長（現任）
2012年８月 やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）

代表取締役社長（現任）
2014年３月 当社取締役
2015年３月 当社取締役相談役
2016年３月 当社代表取締役会長（現任）
2018年11月 ㈱つぼ八代表取締役会長（現任）
2020年６月 マルシェ㈱取締役
2020年７月 ㈱やまや代表取締役会長（現任）

(重要な兼職の状況）
㈱やまや代表取締役会長
やまや東日本㈱代表取締役社長
やまや関西㈱代表取締役社長
やまや商流㈱取締役
㈱つぼ八代表取締役会長

−
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

２ 茨 田
ばら だ

篤 司
あつ し

(1967年1月11日生)

1989年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
2013年４月 同行渋谷法人営業第三部長
2015年４月 同行静岡法人営業部長
2017年４月 同行新宿法人営業第一部長
2019年４月 同行理事新宿法人営業第一部長
2020年４月 同行理事東日本第二法人営業本部長
2022年５月 当社顧問
2022

2023

年

年

６

６

月

月

当社代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
㈱つぼ八取締役（現任）
マルシェ㈱取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
㈱つぼ八取締役
マルシェ㈱取締役

−

候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

３ 水
みず

上
かみ

貴
たか

史
し

(1974年５月26日生)

1993年11月 ㈱やまや入社
2009年４月 スピード㈱出向 営業部長
2010年１月 やまや関西㈱出向 統括営業部長
2012年８月 ㈱やまや九州営業部長
2015年７月 当社出向 執行役員商品部長代理
2018年２月 当社執行役員商品担当代理
2018年11月 ㈱つぼ八取締役（現任）
2019年６月 当社入社

当社取締役執行役員社長付特命担当
2019年12月 ㈱シーズライフ取締役
2020年３月 当社取締役副社長執行役員経営企画担当
2023年４月 当社取締役副社長執行役員経営戦略担当
2024年４月 当社取締役副社長執行役員商品戦略担当（現任）

（重要な兼職の状況）
㈱つぼ八取締役

−
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

４ 根
ね

本
もと

博
ひろ

史
ぶみ

(1971年11月９日生)

1996年４月 旧チムニー㈱入社
2010年９月 当社執行役員管理本部訓練部長
2011年１月 当社執行役員営業統括本部第４事業本部長
2012年１月 当社執行役員人事総務本部長
2014年３月 当社取締役常務執行役員直営統括部長
2018年11月 ㈱つぼ八取締役（現任）
2019年６月 当社取締役専務執行役員直営統括担当兼商品

担当兼店舗活性部長
2020年３月 当社取締役専務執行役員管理担当兼専門業態担当
2020年４月 ㈱紅フーズコーポレーション取締役

めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
2023年４月 当社取締役専務執行役員営業統括担当（現任）
2024年２月 めっちゃ魚が好き㈱取締役
2025年 9 月 同社代表取締役社長
2026年 5 月 同社取締役 (現任)

（重要な兼職の状況）
めっちゃ魚が好き㈱取締役
㈱つぼ八取締役

46,900株

候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

５ 伊
い

藤
とう

浩
ひろ

之
ゆき

(1969年９月18日生)

1995年４月 テンアライド㈱入社
2004年２月 旧チムニー㈱入社
2012年１月 当社執行役員東日本直営事業本部長
2015
2015

年
年

１
３

月
月

当社執行役員商品部長
当社取締役執行役員商品部長

2016年２月 当社取締役常務執行役員商品担当兼新業態開
発担当

2017年２月 当社取締役常務執行役員西日本直営担当
2019年３月 当社取締役常務執行役員専門業態担当兼コン

トラクト事業部長
㈱紅フーズコーポレーション取締役
めっちゃ魚が好き㈱取締役

2019年５月 ㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長

2019年10月 当社取締役常務執行役員直営統括担当
2022年６月 当社取締役常務執行役員新事業推進担当兼焼

肉業態開発部長
2023年４月 当社取締役常務執行役員営業企画担当
2024年４月 当社取締役常務執行役員店舗開発兼事業開発

担当（現任）

3,200株
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

６ 寺 脇 剛
てら わき つよし

(1963年３月23日生)

2004年７月 ㈱マイカルカンテボーレ入社
2008年11月 旧チムニー㈱入社
2009年12月 当社関西事業部長
2011年７月 当社FC事業部長
2013年７月 当社執行役員FC事業本部長
2015年１月 当社執行役員事業推進部長
2016年３月 当社取締役執行役員FC事業部長
2018年２月 当社取締役常務執行役員管理担当兼総務部長
2019年３月 当社取締役常務執行役員管理担当
2019年10月 当社取締役常務執行役員管理担当兼FC事業部長
2020年３月 当社取締役常務執行役員FC事業部長
2023年４月 当社取締役常務執行役員管理担当
2023年 7 月 当社取締役常務執行役員管理担当兼IR・サステ

ナビリティ推進担当（現任）

−

候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

７ 阿
あ

部
べ

真
ま

琴
こと

(1972年１月26日生)

1998年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
2002年４月 公認会計士登録
2013年10月 当社入社 管理本部長
2014年１月 当社財経部長
2014年３月 当社執行役員財経部長
2016年３月 当社取締役執行役員財経部長
2017年６月 当社執行役員財経部長
2020年３月 当社執行役員財経担当
2021年６月 当社取締役執行役員財経担当
2025年６月 当社取締役常務執行役員財経担当（現任）

100株
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

８ 糠 塚 紀 久 夫
ぬか つか き く お

（1967年11月26日生）

1997年４月 ㈱やまや入社
2004年 4 月 同社茨城地区地区長
2007年 4 月 同社営業部営業課マネージャー
2007年11月 営業部営業課課長
2016年10月 同社営業部次長
2020年３月 同社商品部次長
2020年10月 同社商品部部長
2021年６月 同社執行役員商品部長
2021年６月 当社取締役
2022年５月 やまや商流㈱代表取締役社長（現任）
2022年６月 ㈱やまや取締役（現任）
2024年 6 月 ㈱つぼ八取締役（現任）
2024年６月 当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
㈱やまや取締役
やまや商流㈱代表取締役社長
㈱つぼ八取締役

−

候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

９ 田
た

原
わら

口
ぐち

裕
ゆう

基
き

(1971年２月16日生)

1994年４月 ㈱やまや入社
2006年６月 同社経理部課長
2007年３月 同社経理部次長
2012年６月 同社経理部部長
2014年６月 同社執行役員経理部長（現任）
2017年６月 当社取締役（現任）
2018年11月 ㈱つぼ八取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
㈱やまや執行役員経理部長
㈱つぼ八取締役

−
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

10 大 竹 聡
おお たけ さとし

（1974年１月18日生）

1996年４月 ㈱やまや入社
2010年６月 同社商品部長
2012年６月 やまや商流㈱監査役
2014年６月 ㈱やまや執行役員商品部長

やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）取締役
2015年６月 ㈱やまや取締役執行役員商品部長
2020年７月 同社取締役執行役員営業部長
2021年９月 同社取締役執行役員監査室長
2022年６月 当社取締役（現任）

㈱やまや執行役員店舗開発部長（現任）
（重要な兼職の状況）
㈱やまや執行役員店舗開発部長

−

候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

11 大 関 均
おお ぜき ひとし

(1958年８月14日生)

1982年４月 日本合同ファイナンス㈱（現ジャフコグループ㈱）入社
1988年４月 同社投資第２部投資２課長
1990年10月 同社仙台支店長
1995年７月 同社人事部次長
1998年４月 同社第１投資グループ投資１チームマネージャー
2006年４月 同社第４投資運用本部投資運用１部長
2010年４月 同社開発投資運用本部開発投資運用1部長
2011年10月 優成監査法人入所
2012年７月 同社特定社員就任
2013年２月 優成アドバイザリー㈱代表取締役
2017年６月 当社取締役（現任）
2018年７月 太陽有限責任監査法人パートナー
2023
2024

年
年

８
６

月
月

同法人退職
㈱ピーシーデポコーポレーション独立社外取
締役

−
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

12 長 山
なが やま

恒 正
つね まさ

(1959年４月17日生)

1982年４月 ニッカウヰスキー㈱入社
2007年９月 アサヒビール㈱営業本部焼酎部部長
2010年３月 同社理事営業本部流通部担当部長
2014年３月 同社執行役員営業本部流通部部長
2020年３月 同社常務執行役員法人営業本部本部長
2022年３月 同社営業本部常勤顧問
2023
2023

年
年

３
６

月
月

同社退職
当社取締役（現任）

−

（注）１．各候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。
２．大関均氏及び長山恒正氏は社外取締役候補者であります。

なお、大関均氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって９年となります。
また、長山恒正氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって３年となりま
す。

３．大関均氏につきましては、投資会社、監査法人、アドバイザリー企業で蓄積された豊富な経験に基づ
き、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘をいただき且つ多面的で長期的な視点から当社の経営に
参画していただくべく、社外取締役としての選任をお願いするものであります。また、業務執行者か
ら独立した客観的な立場で会社経営の監督を行うとともに、支配株主と少数株主との利益相反の監督
を行っていただくことを期待しております。
なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は、本総会におい
て同氏の選任が承認された場合、同氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定でありま
す。
また、当社は、同氏と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任に
ついて、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しておりま
す。本総会において、同氏の選任が承認された場合、同契約を継続する予定であります。

４．長山恒正氏につきましては、事業会社で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ
本質的な指摘をいただき且つ多面的で長期的な視点から当社の経営に参画していただくべく、社外取
締役としての選任をお願いするものであります。また、業務執行者から独立した客観的な立場で会社
経営の監督を行うとともに、支配株主と少数株主との利益相反の監督を行っていただくことを期待し
ております。
なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は、本総会におい
て同氏の選任が承認された場合、同氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定でありま
す。
また、当社は、同氏と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任に
ついて、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しておりま
す。本総会において、同氏の選任が承認された場合、同契約を継続する予定であります。

５．㈱やまやは当社の親会社であります。
６．やまや東日本㈱及びやまや関西㈱並びにやまや商流㈱は、㈱やまやの子会社であります。
７．㈱つぼ八は、㈱やまやの子会社であり、当社の関連会社であります。
８．㈱紅フーズコーポレーション及びめっちゃ魚が好き㈱は当社の子会社であります。

以 上
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事 業 報 告
(自至 2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日
日)

1．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調
で推移いたしました。しかしながら、地政学的リスクが高まり、国際情勢が緊迫するなかで
資源価格の高騰や為替相場の変動、物価上昇の継続や少子高齢化に起因した労働力の不足な
ど、国内経済の先行きは依然として不透明な状況が続いております。
外食業界におきましては、インバウンド需要の増加などにより需要自体は回復基調が続い

ていますが、採算面では、原材料費、光熱費、人件費、建築費などの上昇により、事業を取
り巻く環境は厳しい状況が続いております。とりわけ当社グループが主として展開する居酒
屋業態は、継続的な物価上昇がお客様の節約志向・選別志向に与える影響は大きく、選ばれ
る店舗となることが喫緊の課題となっております。
このような状況のなか、当社グループは「お客様からありがとうと言われる企業になろ

う」という企業理念のもと、当社グループの店舗がお客様から選ばれる店舗となり、安全・
安心と楽しさを提供することでお客様に元気になっていただけるよう取り組んでまいりまし
た。そのために、従業員エンゲージメントの向上に努めるとともに、多様な人財(*1)の確保
のため、外国人の採用と教育訓練にも注力してまいりました。
飲食事業では、お客様に季節を体感していただくため、「春の鰹まつり」、「夏の元気祭り

フェア」の開催や、秋の味覚を堪能できる「秋のプレミアムコース」をご用意いたしまし
た。冬には「あったか旨鍋フェア」を開催し、忘年会におきましても鍋が主役として各種鍋
をご用意してまいりました。また、料理家の栗原心平氏とのスペシャルコラボメニューとし
て、旬の食材を使用したメニューもご用意し、１年を通し、心と食と飲を通じて、ご来店い
ただいたお客様に楽しい時間と空間をご提供することに努めてまいりました。お客様の節約
志向への対応としては、手羽先を１本77円（税抜）、チューリップ（骨付き鶏唐揚げ）を１
本99円（税抜）で召し上がっていただき、大変ご好評をいただきました。
集客につきましては、忘年会などのご宴会予約は順調に推移しましたが、お客様の節約志

向・選別志向の高まりの影響などを受け、フリーのお客様のご来店数は伸び悩む状況が続
き、物価上昇により既存店の客単価は上昇しているものの客数は前年割れとなっておりま
す。
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店舗開発としましては、建設コスト上昇などを踏まえ新規出店を慎重に検討した結果、当
初計画を下回り、飲食事業で直営店10店舗、ＦＣ店１店舗、子会社２店舗を出店いたしま
した。また、お客様に居心地の良い空間を提供するため、店舗のブラッシュアップ（改装、
業態転換、修繕等）をすすめてまいりました。
コントラクト事業(*2)におきましては、引き続き、店舗数の拡大に努め、直営店１店舗を

出店いたしました。
これらにより、当社の直営店既存店売上高は前年同期比0.5％減となり、当社グループの

当連結会計年度の売上高は26,365百万円（前年同期比0.6％増）となりました。
利益面につきましては、原材料価格の上昇に対して、メニュー粗利ミックス、食材アイテ

ム数の集約、新規の産地開拓により、原価の上昇を最小限に抑制するよう努めましたが、出
店・改装関連費用、人件費や各種経費の上昇などのコスト増加を吸収することはできず、営
業利益は491百万円（前年同期比46.8％減）、経常利益は537百万円（前年同期比49.1％
減）となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は504百万円（前年同期比53.1
％減）となりました。
*1 当社グループでは、「人材」ではなく、「人財」と表記しております。
*2 防衛省、法務省所管の厚生施設内における飲食店の運営等

（2）資金調達等についての状況
① 資金調達

当連結会計年度中において金融機関へ1,110百万円の返済を行い、当連結会計年度末の
借入金残高は4,899百万円となっております。また、リース会社に対する債務はリース残
高が５百万円となっております。

② 設備投資
当連結会計年度において実施した設備投資の総額は、1,150百万円で新規出店及び改

装、業態転換による内装等の設備投資であります。なお、設備投資額には、差入保証金
99百万円が含まれております。
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（3）財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第 15 期
2022年度

第 16 期
2023年度

第 17 期
2024年度

第 18 期
2025年度

売 上 高 (千円) 20,155,749 25,725,360 26,219,315 26,365,188
経常利益又は経常損失（△） (千円) △1,635,719 1,446,721 1,056,980 537,620
親会社株主に帰属する当期
純利益又は親会社株主に帰
属する当期純損失(△)

(千円) △2,016,594 938,831 1,076,442 504,684

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△) (円) △104.52 48.66 55.79 26.15

総 資 産 (千円) 18,040,820 17,893,665 16,726,116 15,874,608
純 資 産 (千円) 4,228,844 5,062,513 6,069,996 6,404,048
１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 219.03 262.26 314.62 331.93

② 当社の財産及び損益の状況
区 分 第 15 期

2022年度
第 16 期
2023年度

第 17 期
2024年度

第 18 期
2025年度

売 上 高 (千円) 18,596,325 24,576,986 25,182,036 25,251,006
経常利益又は経常損失（△） (千円) △1,528,910 1,346,451 939,114 504,504
当期純利益又は当期純損失(△) (千円) △1,899,693 777,104 965,044 483,985
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△) (円) △98.46 40.27 50.02 25.08

総 資 産 (千円) 17,702,170 17,493,800 16,259,028 15,416,889
純 資 産 (千円) 4,230,828 4,902,064 5,799,464 6,104,719
１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 219.29 254.08 300.60 316.42
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（4）対処すべき課題
当連結会計年度は、雇用・所得環境の改善等により、景気は緩やかな回復傾向を示してお

りますが、消費者の「節約志向」が反転したと言えるまでには至っておりません。また、米
国の関税措置、中東情勢の緊迫化、人件費、原材料価格等の継続的上昇により、依然として
事業環境は厳しい状況が続いております。当社グループといたしましては、どのような環境
にあっても、「価格」と「価値」の両面からお客様に満足いただける商品を開発・提供し、
サービスレベルのアップと従業員満足度/エンゲージメント向上への取り組みを絶え間なく
続けていくことが重要であると考えております。

具体的に対処すべき課題といたしましては、以下の点を重視して行動してまいります。
① 安心してご来店いただける居心地のよい店作り

当社におきましては、お客様の「安全・安心」を確保するため、仕入・配送・物流・加
工・調理段階・飲食スペースでの品質・温度・衛生管理の徹底と維持に努めております。
また、DXの活用により、シフト・ご予約の可視化と効率化を実現し、人ならではの接客
サービスをご提供し、お客様により楽しいひと時を過ごしていただけるよう、「居心地」
「雰囲気」の向上に注力し、設備造作の改修・修繕・メンテナンスに取り組んでまいりま
した。

② 人財教育・公平な評価制度の更なる強化と従業員エンゲージメントの向上
「地域一番店」の実現には、人財教育・評価制度の強化と従業員エンゲージメントの向

上が鍵を握ると認識しております。教育面では、「対話型マネジメント」への転換を促す
リーダーシップ教育の導入により、組織のリーダーシップ強化と部下の主体的な成長を促
す環境作りを推進しております。また、多様な人財の確保・戦力化に向けて、外国人スタ
ッフへの教育訓練体制の整備にも注力してまいりました。従業員エンゲージメント面で
は、課題抽出と解決のサイクルを迅速化させるとともに、組織目標と個人の役割を連動さ
せる新たな評価フレームの定着を図っております。メンタルヘルス面では、産業医による
指導とカウンセリング体制を強化しており、当社は5年連続して「健康経営優良法人」に
認定されました。今後も全ての従業員が安心して能力を発揮し、長く働ける職場環境の構
築に努めてまいります。

③ 既存店のブラッシュアップ、新業態開発を強化し、ご来店につなげる戦略の構築
当社グループは、地域やお客様の生活スタイル、外食ニーズやシーンにマッチした店舗

展開を実現するため、既存店のブラッシュアップ、新業態開発を継続しております。特に
「食事需要」を強化しております。昼夜を問わず、お酒を召し上がらないお客様にもご利
用いただけるように、店舗ごとに営業時間・定食メニューを取り揃えています。また、当
社の店舗を選んでご来店いただくために、コーポレートサイト等ホームページ、各種ＳＮ
Ｓ、動画サイト、ＴＶ・雑誌等のメディアを適切に選択・ミックスしてインバウンドを含
めたお客様に確実に認知いただけるよう、日々取り組んでおります。「食と飲を中心とし
た総合サービス」を提供できる企業を目指してまいります。
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④ サステナビリティ活動の推進
持続可能な社会を支える一員として、経済的価値追求と社会的課題解決の両立を経営戦

略の根幹と位置付け、全てのステークホルダーに多面的な貢献ができるよう、サステナビ
リティ活動を推進しております。ＳＤＧｓにおける当社の重点推進項目を「２ 飢餓」「４
教育」「８ 成長・雇用」「12 生産・消費」「14 海洋資源」と定めて取り組みを強化して
おります。特に、「育てる漁業」に注力し、「陸上完全養殖サーモン」を全国的に導入し、
安全かつ安定供給を実現しております。これは、海洋資源の保護と生態系の維持にもつな
がっています。

⑤ Ｍ&Ａについて
当社グループは、企業価値の向上のため、売上及び利益の拡大に寄与し、新規事業や店

舗網の拡大が見込める可能性があると判断された事業譲渡や企業買収案件についてアライ
アンスを含めた検討を進め、協働領域、競合領域を意識した事業展開を推進してまいりま
す。

（5）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

当社の親会社は株式会社やまやであり、同社は当社の株式9,749,300株（自己株式を除
いた出資比率50.5%）を保有しています。
当社と親会社との取引は、主として機器管理・保守委託であります。

② 重要な子会社の状況
該当事項はありません。

（6）主要な事業内容
事業セグメント 事 業 の 内 容

飲 食 事 業 居酒屋を中心とした飲食店の運営
コ ン ト ラ ク ト 事 業 給食及び施設内での飲食店の営業受託
そ の 他 −
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（7）主要な営業所及び工場並びに使用人の状況（2026年３月31日現在）
① 主要な営業所
イ．当社

本 社

物 流 センター

東京都墨田区両国三丁目22番６号
（登記上の本店所在地 東京都墨田区亀沢一丁目１番15号）
埼玉県さいたま市緑区美園一丁目７番８号

店舗数の推移
業 態 2023年３月期 2024年３月期 2025年３月期 2026年３月期

はなの舞 109 ( 51) 102 ( 45) 97 ( 43) 88 ( 36)
さかなや道場 109 ( 81) 100 ( 73) 100 ( 73) 95 ( 68)
魚星 12 ( 12) 14 ( 14) 22 ( 21) 36 ( 34)
龍馬 軍鶏農場 2 ( 1) 2 ( 1) 2 ( 1) 2 ( 2)
豊丸水産 12 ( 12) 10 ( 10) 9 ( 9) 9 ( 9)
やきとり道場
こだわりやま 16 ( 0) 16 ( 0) 15 ( 0) 13 ( 0)

チムニー 3 ( 0) 2 ( 0) 2 ( 0) 2 ( 0)
升屋 4 （ 0) 4 ( 0) 4 ( 0) 5 ( 1)
66ダイニング等 6 ( 6) 6 ( 6) 6 ( 6) 6 ( 6)
大衆食堂 安べゑ 34 ( 33) 30 ( 29) 27 ( 26) 23 ( 22)
焼肉 牛星 9 ( 4) 17 ( 13) 15 ( 11) 10 ( 7)
ハイブリッド 16 ( 0) 16 ( 2) 15 ( 2) 16 ( 2)
コントラクト 94 ( 94) 94 ( 94) 95 ( 95) 90 ( 90)
他業態 43 ( 19) 40 ( 18) 39 ( 17) 37 ( 15)

合計 469 ( 313) 453 ( 305) 448 ( 304) 432 ( 292)
(注) 1. （ ）内は直営店

2. 2023年７月（2024年３月期）に連結子会社である株式会社シーズライフを吸収合併し、当社におい
て焼肉 牛星業態が９店舗（直営店）増加しております。
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ロ．子会社
株式会社紅フーズコーポレーション 東京都墨田区両国三丁目22番６号
めっちゃ魚が好き株式会社 大阪府茨木市駅前一丁目３番７号
大田市場チムニー株式会社 東京都大田区東海三丁目２番８号

店舗数の推移
会社名 2023年３月期 2024年３月期 2025年３月期 2026年３月期

㈱紅フーズ
コーポレーション 18 （18） 18 （18） 19 （19） 19 （19）

めっちゃ魚が好き㈱ 9 （ 9） 8 （ 8） 8 （ 8） 9 （ 9）
㈱シーズライフ 11 （11） − （−） − （−） − （−）
(注) 1. （ ）内は直営店

2. 株式会社シーズライフは2023年７月（2024年３月期）に当社が吸収合併いたしました。

② 使用人の状況
イ．企業集団の使用人の状況
区 分 使 用 人 数 前期末比増減

名 名
社 員 659 −
パ ー ト タ イ マ ー 1,590 6
合 計 2,249 6

ロ．当社の使用人の状況
区 分 使 用 人 数 前期末比増減 平 均 年 令 平均勤続年数

名 名 才 ヶ月 年 ヶ月
社 員 613 △1 43 7 9 9
パ ー ト タ イ マ ー 1,520 2 − − − −
合 計 2,133 1 − − − −
(注) 1. 平均年令、平均勤続年数、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。

2. パートタイマーにはアルバイトも含め、使用人数は、一人当たり 173時間／月換算により算出して
おります。
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（8）当社の主要な借入先及び借入額
借入先 借入額

㈱みずほ銀行 1,350,000千円

㈱三菱UFJ銀行 720,000千円

㈱りそな銀行 780,490千円

㈱三井住友銀行 230,000千円

㈱商工組合中央金庫 1,000,000千円

㈱日本政策投資銀行 755,000千円

2．会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 30,000,000株
（2）発行済株式の総数 19,340,800株
（3）株主数 19,077名
（4）大株主

（2026年３月31日現在）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 や ま や 9,749,300株 50.53％
ア サ ヒ ビ ー ル 株 式 会 社 1,759,700株 9.12％
麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 1,000,000株 5.18％
加 藤 産 業 株 式 会 社 600,000株 3.10％
チ ム ニ ー 取 引 先 持 株 会 ２ 348,400株 1.80％
チ ム ニ ー 取 引 先 持 株 会 1 285,200株 1.47％

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１ 197,104株 1.02％
中 部 飼 料 株 式 会 社 103,100株 0.53％
チ ム ニ ー 社 員 持 株 会 85,218株 0.44％
ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ 385781 68,108株 0.35％

※持株比率は、自己株式(47,895株)を控除して計算しております。
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3．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等 （2026年３月31日現在）

会社の地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 山 内 英 靖

株式会社やまや 代表取締役会長
やまや東日本株式会社 代表取締役社長
やまや関西株式会社 代表取締役社長
やまや商流株式会社 取締役
株式会社つぼ八 代表取締役会長

代 表 取 締 役 社 長 茨 田 篤 司
社長執行役員
株式会社つぼ八 取締役
マルシェ株式会社 取締役

取 締 役 水 上 貴 史 副社長執行役員 商品戦略担当
株式会社つぼ八 取締役

取 締 役 根 本 博 史
専務執行役員 営業統括担当
めっちゃ魚が好き株式会社 代表取締役社長
株式会社つぼ八 取締役

取 締 役 伊 藤 浩 之 常務執行役員 店舗開発兼事業開発担当
取 締 役 寺 脇 剛 常務執行役員 管理担当兼IR・サステナビリティ推進担当
取 締 役 阿 部 真 琴 常務執行役員 財経担当

取 締 役 糠 塚 紀久夫
株式会社やまや 取締役
やまや商流株式会社 代表取締役社長
株式会社つぼ八 取締役

取 締 役 田原口 裕 基 株式会社やまや 執行役員経理部長
株式会社つぼ八 取締役

取 締 役 大 竹 聡 株式会社やまや 執行役員店舗開発部長
取 締 役 大 関 均 ―
取 締 役 長 山 恒 正 ―

常 勤 監 査 役 永 井 政 次 株式会社紅フーズコーポレーション 監査役
めっちゃ魚が好き株式会社 監査役

監 査 役 早 坂 克 昭
株式会社やまや 常勤監査役
やまや東日本株式会社 監査役
やまや関西株式会社 監査役
株式会社つぼ八 監査役

監 査 役 越 仲 信 雄 越仲信雄税理士事務所所長
（注）１．取締役のうち大関均氏、長山恒正氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

当社は、大関均氏及び長山恒正氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出て
おります。

２．常勤監査役 永井政次氏は、株式会社つぼ八の経理部門における長年の経験を有し、財務及び会計に
関する相当程度の知見を有しております。また、監査役 早坂克昭氏は、株式会社やまやの経理部
門、監査役としての長年の経験を有していること、越仲信雄氏については税理士の資格を有している
ことから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
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３．監査役のうち永井政次氏、越仲信雄氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
当社は、越仲信雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

４．株式会社やまやは当社の親会社であります。
５．やまや東日本株式会社及びやまや関西株式会社並びにやまや商流株式会社は、株式会社やまやの子会

社であります。
６．株式会社つぼ八は株式会社やまやの子会社であり、当社の関連会社であります。
７．株式会社紅フーズコーポレーション及びめっちゃ魚が好き株式会社は当社の子会社であります。

（2）事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏 名 退任事由 退任日 退任時の地位 重要な兼職の状況

中島 慎輔 任期満了 2025年６月17日 取締役
株式会社やまや 執行役員商品部長
やまや東日本株式会社 取締役
やまや関西株式会社 取締役

（3）取締役及び監査役の報酬等の額
区 分 支給人員 固定報酬 賞与 計

取 締 役
（うち、社外取締役）

８名
（ 2名）

55,200千円
（ 7,200千円）

- 千円
（ - 千円）

55,200千円
（ 7,200千円）

監 査 役
（うち、社外監査役）

２名
（ 2名）

11,400千円
（ 11,400千円）

- 千円
（ - 千円）

11,400千円
（ 11,400千円）

合 計 10名 66,600千円 - 千円 66,600千円
（注）１．取締役の報酬等は、固定報酬と賞与により構成し、各取締役の報酬は、2010年７月22日開催の臨時

株主総会において決議された報酬限度額（年額150,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まな
い））の範囲内において定めるものとしております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、６名
です。

２．取締役の個人別の報酬等につきましては、取締役会の委任に基づき、代表取締役社長兼社長執行役員
茨田篤司及び代表取締役社長が指定する取締役により、固定報酬については役職等を勘案して具体的
な報酬額を決定し、賞与については役職、担当、業績、予算達成状況、会社に対する貢献度等を総合
的に勘案して決定するものとしております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締
役の評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。取締役会は、当事業
年度に係る取締役の個人別報酬等の内容が手続きを経て決定されていることを確認することにより、
当該方針に沿うものであると判断しております。

３．取締役の報酬等は、在職時に限り支給するものとし、退職慰労金等は支給しないものとします。
４．取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
５．業績連動報酬等及び非金銭報酬等はありません。
６．社外役員の報酬等のうち、親会社又は当該親会社の子会社からの役員報酬等はありません。
７．監査役の報酬限度額は、2010年７月22日開催の臨時株主総会において年額30,000千円以内と決議

いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名です。監査役の報酬等は、株主
総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤・非常勤などを考慮し、監査役の協議にて決定
することとしております。
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（4）責任限定契約の内容の概要
当社と取締役（業務執行取締役等を除く）及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償を限定する契約を締結しております。当該契約に基
づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める額としております。

（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先

地位 氏名 重要な兼職先 兼職の内容

取締役 大関 均 ― ―

取締役 長山恒正 ― ―

監査役 永井政次 ― ―

監査役 越仲信雄 越仲信雄税理士事務所 当社との間に特別な利害関係は
ありません。

② 事業年度における主な活動状況
地位 氏名 取締役会

出席回数
監査役会
出席回数 主な活動内容

取締役 大関 均 17回/17回 − 投資会社等で培った豊富な経験に基づき、取締役会で
は積極的に発言し、建設的な提言を行っております。

取締役 長山恒正 17回/17回 − 事業会社で蓄積された豊富な経験に基づき、取締役会
では本質的かつ多面的な提言を行っております。

監査役 永井政次 17回/17回 13回/13回
各事業場への実地調査を行う等、各部門の業務執行状
況について聴取し、これらの場において監査役として
の提言を行い、取締役会の意思決定の妥当性、適法性
を確保するための助言、発言を行っております。

監査役 越仲信雄 17回/17回 13回/13回
税理士としての会計税務に関する経験知識等に基づ
き、当社の経営全般、特に税務面について発言を行っ
ております。

（注）社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
投資会社等で培った経験及び事業会社で培った経験に基づき、取締役会などを通じて発言及び提言を行う
ことにより、業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を行い、また支配株主と少数株主と
の利益相反の監督を行っております。
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4．会計監査人に関する事項
（1）名称

有限責任監査法人トーマツ

（2）報酬等の額
区 分 支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 39,000千円
当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 39,000千円
（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、これらの合計額を記載しておりま
す。

2. 会計監査人の報酬等の額について同意した理由
監査役会は、前年度の会計監査人の職務遂行状況を検証し、当事業年度の監査計画の内容及び報酬見
積りの算出根拠の妥当性を検討した上で、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第１項の
同意を行っております。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人に会社法第340条第１項各号のいずれかに該当する事由が認めら

れる場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選
定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告
します。
また、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難で

あると認められる場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の付議議
案の内容とすることを決定します。
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5．業務の適正を確保するための体制及び運用状況
【体制】
当社及び当社の子会社は、チムニーグループの持続的な発展と企業価値の向上のため、創立

当初からの企業理念「世界中のお客様からありがとうと言われる企業になろう」の実現に努め
るとともに、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を以下のように定めて
おります。

１．当社及びグループ会社の取締役及び使用人の職務執行が、法令及び定款に適合することを確
保するための体制

（1）企業倫理憲章を最高経営責任者より全役職員に伝達し、法令及び社会倫理の遵守を当社企
業活動の前提とする。

（2）最高経営責任者は、担当役員を以て社内規程の整備、運営を徹底する。
（3）取締役は、コンプライアンスを所管する統括責任者としてコンプライアンス担当役員を配

置し、全社横断的なコンプライアンス体制の整備と問題点の把握に努める。
（4）代表取締役直属の機関として内部監査室を設置する。

内部監査室は、業務遂行が法令、社内規程等に則って適正に行われていることを監査する
とともに、必要に応じて改善のための提案を行う。

（5）各部又は室を統括する役員は、固有のコンプライアンスリスクを分析し対策を具体化さ
せ、内部統制委員会において審議した結果を、取締役会に報告する。

（6）全役職員は、コンプライアンス上の問題を発見した場合には、速やかに総務を統括する部
長に報告を行う。また、内部通報規程に基づき、全役職員が直接報告可能な総務部及び常
勤監査役を窓口とする２つのホットラインを設置し、報告及び通報を受けた総務を統括す
る部長はその内容を直ちに調査し、不正行為が明らかになった場合には速やかに是正措置
を講ずるとともに再発防止策を策定し、実施する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（1）取締役の職務執行に係る情報は、当社取締役会規程、文書取扱規程その他の規程に従い、

文書又は電磁的記録媒体に記録し、適切に保存及び管理を行う。
（2）取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとし、情報の保存及び管理を

行う。
（3）文書取扱規程の改定等の事項は、当社執行役員会において審議し決議する。
３．チムニーグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）当社は、危機管理規程を定め、リスクを適切に管理する体制を整備する。
（2）内部統制委員会を適宜開催し、リスクの未然防止とリスクへの迅速な対応に努める。
（3）内部統制に関する総合的担当者は総務を統括する役員とし、当社全体のリスクを網羅的・

統括的に管理する。
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（4）内部監査室は、各部門のリスクを監査し、その結果を最高経営責任者に報告する。
また、必要に応じ改善策を執行役員会において審議決定し、その結果を取締役会に報告す
る。

４．当社及びグループ会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）当社は、業務の効率的運営と責任体制を確立するため組織規程及び職務権限規程を定め、

取締役の業務執行の効率性を確保する。
（2）当社は、執行役員制度により、業務執行における権限と責任を明確化し、迅速な意思決定

に基づき業務を執行する。
５．チムニーグループにおける業務の適正を確保するための体制
（1）当社は、子会社に対し、次の各号を行うことを求めることにより、チムニーグループの内

部統制システムを整備する。
① 当社関係会社管理規程に基づき、重要な意思決定については事前に当社の承認を得るこ

と、又は当社に対し報告を行うこと。
② 当社の取締役会に対し、業務執行状況の報告を四半期に１回以上行うこと。

（2）当社の監査役は関係会社管理規程に基づき、子会社に対する監査を年間２回行い、監査の
結果を関係会社管理担当役員に報告する。

（3）当社の内部監査室は子会社に対し定期的に業務監査を行い、監査結果を関係会社管理担当
役員及び当社の監査役会に報告する。

６．フランチャイズ店舗（以下、ＦＣ店舗という）における業務の適正を確保するための体制
（1）当社はＦＣ管理規程を定め、ＦＣ事業における取引の安全確保に努めるとともに、債権の

回収に係る危険を未然に防止する。
（2）フランチャイズ契約書等の重要書類は文書取扱規程に基づき保存及び管理する。
（3）ＦＣ事業部担当役員及びＦＣ事業部員は、ＦＣ店舗における問題について改善策を協議

し、店舗に対し指導又は支援を行い、その結果を定期的に執行役員会に報告する。
７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項、その者の取締役からの独立性に関する事項、及びその者に対する監査役の指示の実効
性の確保に関する事項

（1）当社は必要に応じて、内部監査室所属の使用人に監査役の職務を補助させるものとする。
（2）前号に定める監査役の職務を補助する者は、監査役から監査業務に必要な命令を受けた場

合には、監査役の指揮命令に従うものとする。
（3）前号に定める監査役の職務を補助する者の異動・懲戒にあたっては、事前に監査役の同意

を得るものとする。
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８．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
（1）取締役は、監査役に報告すべき事項を監査役と協議し、以下の各号に定める事項を報告す

る。
① 執行役員会で決議された事項
② 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
③ 月次の経営状況における重要な事項
④ リスクに関する重要な事項
⑤ 重大な法令及び定款違反
⑥ 内部通報制度の通報状況及びその内容
⑦ 前各号に定めるほか、コンプライアンスに関する重要な事項

（2）当社の使用人は、前項第２号、第５号に関する重大事実を発見した場合には、監査役に直
接その事実を報告することができる。

（3）監査役は、内部監査室から監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求
めるとともに、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。

（4）取締役は、監査役が取締役会のほか執行役員会、全体会議、内部統制委員会等の重要な機
関等の協議の場に常時出席する機会を確保するものとし、その議案の内容を事前に提示す
る。

（5）監査役は、重要な議事録、決裁書類等を常時閲覧できるものとする。
９．グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査

役に報告するための体制
（1）グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、グルー

プ各社の業務の適正を確保する上で当社の監査役に報告することが適切と判断する事項が
生じた場合、当社の監査役に直接報告することができるものとする。

10．監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないこと
を確保するための体制

（1）当社は、内部通報規程において、監査役に通報した者が、通報したことを理由として不利
な取り扱いを受けることを禁止する。

（2）当社は、監査役に通報したことを理由として通報した者の職場環境が悪化した場合には、
通報者の保護に必要な措置を講ずるものとする。

11．監査役の職務執行によって生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
（1）当社は、監査役が監査役及び監査役を補助する使用人の職務の執行について生じる費用の

前払い、又は債務の償還を請求したときは、その必要が認められない場合を除き、関連す
る社内規程に基づき速やかにこれを処理する。

12．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（1）当社は、監査役が外部の専門家から監査業務に関する助言を受ける機会を保証する。
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【運用状況の概要】
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のと

おりであります。
（1）内部統制システム全般

当社は、定例取締役会を原則月１回開催し、取締役の職務の執行を監督する他、常勤監査
役は、内部統制の実践に向けた規程及び組織体制等の整備の状況を監視し検証するととも
に、内部監査室は、監査計画に基づき内部統制システムの運用状況のモニタリングを行
い、システムが有効に機能するよう努めております。

（2）コンプライアンス体制
当社総務部は、内部通報制度の利用者に対し、通達等による利用ルールの周知に努めてお
ります。当事業年度における重大な法令違反等に関する内部通報はありませんでした。
コンプライアンスへの理解を深め、健全な職務執行を行うための環境を整備するため、セ
ミナー等を実施しました。

（3）情報保存管理体制
常勤監査役は、取締役会議事録、契約書、覚書その他の重要書類の作成及び保存管理状況
を定期的に点検し、情報管理の徹底を図りました。

（4）リスク管理体制
有事の発生に備え、「危機管理規程」を定める他、内部統制委員会を適宜、衛生委員会を
原則月１回開催し、リスクの未然防止と問題への迅速な対応に努めました。

（5）効率的職務執行体制
当社は、執行役員会を原則毎週開催するとともに、執行役員の権限と責任を明確にし、迅
速な意思決定に基づく業務執行に努めております。

（6）子会社管理体制
当社は、全ての子会社に当社の役員又は所管部門の責任者を役員として派遣しておりま
す。また、子会社から当社への報告体制に従って報告を受けた事項について、事前承認を
行いました。
子会社の監査役を兼務する当社常勤監査役は、内部監査室と連携し子会社に対し監査を行
いました。

（7）フランチャイズ（ＦＣ）事業における業務の適正を確保するための体制
ＦＣ事業を管掌する執行役員は「ＦＣ管理規程」に基づき、月初に開催する執行役員会に
事業の状況を報告し、重要な案件については執行役員会で協議し対応しました。

（8）監査役監査体制
取締役は、当社の内部統制システムの基本方針に記載のある報告事項を監査役に報告し、
内部監査室は、監査役会に監査の結果を報告しました。
常勤監査役は、重要書類の閲覧の他、「取締役会」「執行役員会」「全体会議」「内部統制委
員会」等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監視し検証しました。監査役会は、
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四半期毎に会計監査人及び内部監査室と意見交換を行いました。
6．剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付け、収益力を強化し
将来の事業展開と財務基盤強化のための内部留保を確保するとともに、安定的な配当を行うこ
とを基本方針としております。利益配分につきましては、業績動向、内部留保の充実、財務健
全性等を総合的に勘案しながら適正な利益還元を行っていきたいと考えております。
なお、機動的な資本政策及び配当政策を遂行するため、剰余金の配当等会社法第459条第１

項に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議によって定め
ることとする旨を定款で定めております。また中間配当の基準日を９月30日として定款で定
めております。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2026年３月31日現在)

(単位：千円)
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
[ 流 動 資 産 ] [7,096,387] [ 流 動 負 債 ] [6,355,509]
現 金 及 び 預 金 5,401,594 買 掛 金 989,398
売 掛 金 656,254 F C 債 務 199,491
F C 債 権 213,064 短 期 借 入 金 2,300,000
商 品 287,067 1年内返済予定の長期借入金 1,310,268
貯 蔵 品 4,796 リ ー ス 債 務 1,617
そ の 他 667,839 未 払 金 935,216
貸 倒 引 当 金 △134,230 未 払 法 人 税 等 46,100

賞 与 引 当 金 161,855
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 9,104

[ 固 定 資 産 ] [8,778,221] 資 産 除 去 債 務 15,400
( 有 形 固 定 資 産 ) (2,050,226) そ の 他 387,057
建 物 及 び 構 築 物 1,673,529
車 両 運 搬 具 0 [ 固 定 負 債 ] [3,115,051]
リ ー ス 資 産 5,056 長 期 借 入 金 1,289,440
建 設 仮 勘 定 65,402 リ ー ス 債 務 3,984
そ の 他 306,237 退 職 給 付 に 係 る 負 債 240,438

資 産 除 去 債 務 743,755
預 り 保 証 金 803,104

( 無 形 固 定 資 産 ) (1,884,698) そ の 他 34,327
の れ ん 1,765,745
そ の 他 118,953 負 債 合 計 9,470,560

純 資 産 の 部
( 投 資 そ の 他 の 資 産 ) (4,843,296) [ 株 主 資 本 ] [6,328,778]
投 資 有 価 証 券 572,782 (資 本 金) (100,000)
繰 延 税 金 資 産 1,063,288 (資 本 剰 余 金) (4,197,792)
差 入 保 証 金 3,174,703 (利 益 剰 余 金) (2,132,138)
そ の 他 80,808 (自 己 株 式) (△101,152)
貸 倒 引 当 金 △48,286 [ そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 ] [75,269]

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 67,803
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 7,466

純 資 産 合 計 6,404,048
資 産 合 計 15,874,608 負 債 ・ 純 資 産 合 計 15,874,608
(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
( 自

至
2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日)

(単位：千円)
科 目 金 額

売 上 高 26,365,188
売 上 原 価 8,259,502

売 上 総 利 益 18,105,686
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 17,614,632

営 業 利 益 491,053
営 業 外 収 益

受 取 利 息 13,457
受 取 配 当 金 6,530
受 取 手 数 料 65,907
そ の 他 47,406 133,301

営 業 外 費 用
支 払 利 息 76,226
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 2,578
そ の 他 7,930 86,735
経 常 利 益 537,620

特 別 利 益
受 取 保 険 金 56,550
受 取 補 償 金 71,706 128,257

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 12,550
減 損 損 失 203,843
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額 12,038
そ の 他 19,659 248,091

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 417,786
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 46,710
法 人 税 等 調 整 額 △133,608 △86,897
当 期 純 利 益 504,684
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 504,684

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
(2026年３月31日現在)

(単位：千円)
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
[ 流 動 資 産 ] [6,800,356] [ 流 動 負 債 ] [6,245,226]
現 金 及 び 預 金 5,151,456 買 掛 金 963,356
売 掛 金 631,149 F C 債 務 199,491
F C 債 権 213,064 短 期 借 入 金 2,300,000
商 品 277,843 １年内返済予定の長期借入金 1,286,340
貯 蔵 品 4,765 リ ー ス 債 務 1,617
前 払 費 用 290,236 未 払 金 910,556
そ の 他 366,070 未 払 費 用 171,268
貸 倒 引 当 金 △134,230 未 払 法 人 税 等 42,693

預 り 金 52,578
前 受 収 益 12,589
賞 与 引 当 金 151,375

[ 固 定 資 産 ] [8,616,533] 店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 9,104
( 有 形 固 定 資 産 ) (2,005,017) 資 産 除 去 債 務 15,400
建 物 1,645,256 そ の 他 128,854
構 築 物 881
車 両 運 搬 具 0 [ 固 定 負 債 ] [3,066,943]
工 具、 器 具 及 び 備 品 288,419 長 期 借 入 金 1,249,150
リ ー ス 資 産 5,056 リ ー ス 債 務 3,984
建 設 仮 勘 定 65,402 退 職 給 付 引 当 金 247,905

資 産 除 去 債 務 728,010
( 無 形 固 定 資 産 ) (1,884,698) 預 り 保 証 金 803,564
の れ ん 1,765,745 そ の 他 34,327
ソ フ ト ウ ェ ア 24,031
そ の 他 94,922 負 債 合 計 9,312,169

純 資 産 の 部
( 投 資 そ の 他 の 資 産 ) (4,726,817) [ 株 主 資 本 ] [6,036,916]
投 資 有 価 証 券 381,488 (資 本 金) (100,000)
関 係 会 社 株 式 228,929 (資 本 剰 余 金) (4,197,792)
出 資 金 281 資 本 準 備 金 772,621
従業員に対する長期貸付金 902 そ の 他 資 本 剰 余 金 3,425,171
破 産 更 生 債 権 等 42,286 (利 益 剰 余 金) (1,840,276)
長 期 前 払 費 用 34,431 利 益 準 備 金 313,177
繰 延 税 金 資 産 1,048,037 そ の 他 利 益 剰 余 金 1,527,098
差 入 保 証 金 3,038,677 繰 越 利 益 剰 余 金 1,527,098
そ の 他 70 (自 己 株 式) (△101,152)
貸 倒 引 当 金 △48,286 [ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 ] [67,803]

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 67,803
純 資 産 合 計 6,104,719

資 産 合 計 15,416,889 負 債 ・ 純 資 産 合 計 15,416,889
(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
( 自

至
2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日)

(単位：千円)
科 目 金 額

売 上 高 25,251,006
売 上 原 価 8,026,407

売 上 総 利 益 17,224,599
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 16,784,796

営 業 利 益 439,803
営 業 外 収 益

受 取 利 息 12,870
受 取 配 当 金 6,530
受 取 手 数 料 65,907
業 務 受 託 料 28,564
そ の 他 34,270 148,143

営 業 外 費 用
支 払 利 息 75,623
そ の 他 7,817 83,441
経 常 利 益 504,504

特 別 利 益
受 取 保 険 金 56,550
受 取 補 償 金 71,706 128,257

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 12,550
減 損 損 失 186,857
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額 12,038
そ の 他 17,831 229,277

税 引 前 当 期 純 利 益 403,485
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 43,225
法 人 税 等 調 整 額 △123,726 △80,500
当 期 純 利 益 483,985

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年５月14日

チムニー株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人トーマツ
仙 台 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 後藤英俊
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 澤田修一

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、チムニー株式会社の2025年４月１日から2026年

３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、チムニー株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査
に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年５月14日

チムニー株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人トーマツ
仙 台 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 後藤英俊
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 澤田修一

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、チムニー株式会社の2025年４月１日から

2026年３月31日までの第18期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第18期事業年度における取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、監査役全員の一致した意見として、本監
査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１) 監査役会は、2025年6月17日開催の臨時監査役会において、第18期監査役監査実施計画（基本方
針、重点監査項目、職務分担、監査実施スケジュール等）を定め、監査役会を毎月定期的に開催し、各
監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、業務執行取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(２) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、非常
勤社外取締役を含む取締役、内部監査室その他の使用人、親会社の監査役その他の者と意思疎通を図
り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けるとともに、重要な子会社については、常
勤監査役が当該子会社の監査役を兼務することにより、その業務及び財産の状況を調査いたしまし
た。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、子会社または
株主との通例的でない取引並びに自己株式の取得及び処分等に関しては、全取締役から「取締役の職
務執行状況確認書」の提出を求め、調査いたしました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、会計監査人の監査に同行し、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための
体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑤ 内部監査室からは、子会社を含む監査の結果について、毎月の監査役会において報告を受け、ま
た、定期的に会計監査人を含む三様監査の連携を図りました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(１) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

④ 親会社並びに持分法適用関連会社との取引について、当該取引をするに当たり、当社の利益を害さ
ないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及
びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(３) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月14日
チムニー株式会社 監査役会
常勤社外監査役 永 井 政 次 ㊞
監 査 役 早 坂 克 昭 ㊞
社 外 監 査 役 越 仲 信 雄 ㊞

以上
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